
 

社会福祉法人桃蹊会 役員等報酬規程 

（目 的） 

第１条 この規程は，社会福祉法人桃蹊会（以下「当法人」という）定款第８条，第２１条

および第８条の規定に基づき，役員（理事及び監事）及び評議員並びに評議員選任・解任

委員（以下「役員等」とする）の報酬等について定めるものとする。 

（役員等の報酬） 

第２条 当法人の役員等が役員会及び評議員会，県又は所轄庁が実施する指導監査及び検査

等の立会いに出席した場合の報酬は，１日当りにつき１５，０００円を支給する。ただし，

施設長等の施設職員が役員の場合は支給しない。 

２ 監査及び運営管理指導等のための１回あたりの支給額は，次のとおりとする。 

（１）監事が弁護士，公認会計士，税理士の有資格者等で財務管理について識見を有する者

である場合３５，０００円とする。 

（２）監事が社会福祉事業の識見を有する者である場合２５，０００円とする。 

３ 役員等が入札委員会，入所検討委員会への出席の場合，報酬は支給しない。 

（費用弁償） 

第３条 役員等が，理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う場合，次の

通り費用を弁償する。ただし，施設長等の施設職員が役員の場合は支給しない。 

（１） 交通費として会議１回又は入札委員会１回入所検討委員会１回あるいは研修等の出

張１日に対する旅費として別表１の額を支給する。 

（２） ２日以上出張の場合の旅費については，施設旅費規程の定める施設長と同じ計算に

より算出した額を支給する。 

（改廃） 

第４条 本規程は，評議員会の議決を経て，改廃することができる。 

 

※ 別表１ 交通費支給額表 

 

       片道当りの距離 

 

支 給 額 

 
 

２５ｋｍ未満    
  ２５ｋｍ以上 ～   ５０ｋｍ未満 
  ５０ｋｍ以上 ～   ７５ｋｍ未満 

７５ｋｍ以上 ～ １００ｋｍ未満 
１００ｋｍ以上は２５ｋｍ越える距離毎
に，左記金額に２，５００円を加算する 

 

    

２，０００円 

４，０００円 
６，０００円 
８，０００円 

１０，０００円 
 

 

附 則 

１．この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

２．この規程は，平成３０年１０月１日から施行する。 


